








要約:最近、米国、オーストラリアでは乳幼児突然死症候群の定義の見直しが行われてい

る。基本理念はそのまま継続し、他疾患の混入をさけるべく、より範囲を限定した形とな

った一方で、本症候群で愛児を亡くした家族の立場をより尊重する形になっている。特に

米国のそれは、20 年ぶりの定義の更新であるとともに、本症候群の特徴を 6 項目にまと

め、ガイドラインとして同時に公表している。わが国では、突然死に対する剖検履行の法

律のないことと、社会、文化的に剖検を進んで受け入れる体制の無いことから、本症候群

の定義は広義と狭義にわけて使用されている。今後、わが国においても、病態の解明、あ

るいは家族への援助など重要課題を遂行するためには、本症候群が別の病名を付される事

なく、且つ、過剰診断を極力避ける必要がある。そのためには、わが国においても、広義

および狭義の定義だけでなく、本症候群をより理解しやすくするためにも、ガイドライン

を早急に検討する必要がある。


